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（概 要）

本通達は、犯罪捜査に関して押収した証拠品の取扱い及び保管について、必

要な事項を定めるところにより、証拠品の適正な管理について、規定したもの

である。

この要綱には、

○ 証拠品の取扱要領

○ 証拠品の出納要領

○ 証拠品関係書類の取扱要領

等が規定されている。


